
 

 

 

 

 

 

 

 

１．申込みから支払いまで 

  ＜申込み・支払いについて＞ 

  ①利用希望日の６ケ月前の月の開館初日より申込みを受付けます。施設の空き状況を電話 

   または窓口にて確認後「利用申込書」を提出ください。 

   但し、17 時から 21 時 30 分の時間帯を含む利用の場合は、利用希望日の前月 10 日まで 

   に申込みください。 

   なお、当館主催事業などで予約できない場合があります。ご了承ください。 

  ②施設利用料の全額を「利用申込書」提出後、10 日以内に現金または銀行振込でお支払い 

   ください。（振込手数料は利用者負担）お支払いをもって予約が確定します。 

     ＊利用希望日よりさかのぼって 10 日前を過ぎての申込みは、当日、利用しなかった場合でも、 

       全額利用料を現金にてお支払いください。 

 

 

  ＜キャンセルについて＞ 

   利用日の 10 日前までにキャンセルの申込みがあった場合は、利用料金を返金します。 

   （銀行振込での返金を希望される場合、当方からの振込手数料はお客様負担となります） 

   10 日前を過ぎてのキャンセルおよび、予約時間内に利用が終了した場合、返金はしません。 

   なお、キャンセルに因る払い戻しは、1 団体（個人）につき、当該利用月に 1 回までとします。 

 

 

  ＜備品について＞ 

   備品についても貸室と同様に予約できます。（お支払いは利用当日でも可） 

 

 

２．ご利用にあたってのお願い 

  この建物は「浜松市指定有形文化財」です。文化財の保存に影響を及ぼさない範囲での 

  利用をお願いします。 

  ①利用目的 

   歴史的建造物の活用・文化活動・市民交流 

  ②利用時間 

   利用時間内で、準備・撤去作業を行ってください。余裕を持って予約ください。 

  ③資料の提出 

   企画書等、利用内容が分かる資料の提出をお願いすることがあります。 

 

浜松市旧浜松銀行協会貸室ご利用案内 
指定管理者：浜松創造都市協議会・東海ビル管理グループ 

〒432-8025 静岡県浜松市中区栄町 3-1  Tel：053-457-3450 

HP: keisukemuseum.org e-mail：k.m.m@keisukemuseum.org 



  ④印刷物などへの表記 

   イベントのチラシ、ウェブサイト、SNS ページ等に、当施設を表記する場合はガイドライン 

   （別紙）に沿って掲載してください。 

  ⑤打合せ 

   イベント等での利用の場合、支払い時に打合せをお願いします。 

   打合せには、イベント概要書、タイムスケジュール、会場レイアウト図等が必要です。 

  ⑥利用の取消し・制限 

   浜松市旧浜松銀行協会条例第 10 条の規定に基づき、次のいずれかに該当するときは、利用の 

   取消し、もしくは利用の中止とすることがあります。 

   （１）公の秩序または善良の風俗を乱すおそれがあるとき 

   （２）集団的に、または常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると 

      認められるとき 

   （３）施設、設備、展示品などを損傷する恐れがあるとき 

   （４）その他、管理上支障があると認めるとき（例：販売が主たる目的の場合） 

 

 

３．利用料金表 

 別紙参照ください。 

 

 

４．ご利用当日 

  ①入室時 

   受付事務室にお立ち寄りください。 

   利用開始時刻に、利用報告書、座席配置図（アートホールのみ）を渡します。 

  ②退室時 

   利用終了時刻までに「利用報告書」に沿って、消灯などをし、利用報告書、座席配置図 

   （アートホールのみ）を受付事務室に返却ください。机、椅子などの備品は、使用の有無に 

   関わらず原状復帰してください。 

   2 日間以上の連続利用の場合も、各日、退出時に受付事務室に返却ください。なお、夜間の 

   荷物の据置きについては、利用者の責任でお願いします。 

  ③駐車場 

   駐車場はございません。近隣の有料駐車場を利用ください。なお「栄町パーキング」は値引 

   き対応（受付事務室にて押印）します。 

  ④搬出入車両 

   建物北側スペースにて搬出入時に限り一時停車可能です。詳しくはスタッフに尋ねてください。 

  ⑤電話の取次ぎ 

   緊急の場合を除き、伝言取次ぎはしません。 

  ⑥看板・ポスターなどの掲示 

   壁、窓、扉などの施設への直接掲示は、お断りしています。不明な点は、スタッフに尋ねて 

   ください。 

   万一、破損などが生じた場合は、修繕費を請求します。 

  



  ⑦事故・病人の発生 

   事故・病人などが発生した場合は、直ちに受付事務室に連絡ください。 

   救急箱は用意してありますが、利用内容によりケガなどが想定される場合は、利用者で準備 

   してください。 

  ⑧配達物 

   郵便物・配達物等の受取りの代理、預かりはしません。利用時間内に利用者が受取れるよう 

   手配願います。 

  ⑨ゴミ 

   ゴミは、利用者が持ち帰りください。 

  ⑩飲食 

   飲食については、全館原則禁止とします。ペットボトルや水筒などフタが完全に閉まる飲み 

   物に限り持込み・飲用が可能です。 

  ⑪喫煙 

   当施設は敷地内禁煙です。喫煙できるスペースはありません。 

  ⑫利用時間の延長について 

   希望する場合は、受付事務室に確認後、料金をお支払いの上、利用ください。 

   但し、17 時以降の利用はお断りすることがあります。 

  ⑬備品の追加使用について 

   利用当日、追加で使用希望がある場合は、受付事務室に確認後、使用ください。 

  ⑭木下惠介記念館・中村與資平資料室の観覧について 

   施設利用料金には含みません。希望する場合は、受付事務室で観覧料をお支払いの上、観覧 

   ください。 

 

 

５．その他  

 ＜構成施設と利用について＞   

施設名 利用時間 休館日 

 

 

 木下惠介記念館 

９時～17 時 

入館料：１００円 

70 歳以上・高校生以下：無料 

※各種障がい者手帳をお持ちの方は観覧料が 

 無料になります。 

※団体割引あり。 

（20 名以上：80 円、80 名以上：60 円） 

 
 

•月曜日 

•月曜日が祝日の場合は 

 その翌日 

•12/29-1/3 

•メンテナンス休館日 

 

中村與資平資料室 

アートホール ９時～21 時 30 分 

（利用料金は別紙） ギャラリー 

  

 

  



＜入館のお断り＞ 

   浜松市旧浜松銀行協会条例第 8 条に基づき、次のいずれかに該当するときは、入館を 

   拒んだり、退館を申し入れたりする場合があります。 

    （１）施設、設備、展示品等を損傷した者又はその恐れがある者 

    （２）他人に危害を及ぼし、もしくは他人の迷惑になる恐れがある物品又は動物類を 

       携帯する者 

    （３）めいていしている者 

    （４）管理上必要な指示に従わない者 

 

 

 

 

 

 

◆プライバシーポリシーについて◆ 

 

  浜松市旧浜松銀行協会では、個人情報に関する法律を遵守するとともに、以下のプラ 

    イバシーポリシーを規定しています。 

 

 ＜１＞個人情報の収集及び利用 

    当館では、施設のご利用に関して、必要な範囲でお客様の個人情報を収集する場 

        合がございます。収集する個人情報の範囲は、施設のご利用に関する目的のため 

        に必要な限度を超えないものとし、適法かつ公正な手段により行います。 

    収集した個人情報の利用は、利用目的達成のために必要な範囲に限り、お客様の 

        同意なく利用目的以外に利用することはございません。ただし、法令に基づく場 

        合などのほか、正当な理由がある場合を除きます。 

 ＜2＞個人情報の管理・保護について 

    お客様の個人情報については、適切な管理を行うとともに、外部への流出防止に努 

       め、個人情報の保護に努めます。 

    個人情報の取り扱いを外部に委託する際には、個人情報の管理、秘密保持、再提供 

       の禁止など、お客様の個人情報の漏洩などを防止するにあたり適切な管理を実施さ 

       せます。同館情報公開規定に基づく開示請求があった際、当該規定に基づき、個人 

       情報について開示の制限をします。 

 ＜3＞プライバシーポリシーの改善について 

    このプライバシーポリシーは上記各項目の内容を適宜見直し、改善してまいります。 

 

 

                                           2022.2.1 

     

  

 

 

 

 

 



 

 

 

      利用料金表 

 

                                 2019.10.浜松市承認済み 

 9 時-21 時までの 1 時間につき 21 時-21時 30分まで 

アートホール（ 88㎡ ） 620(1,240) 310(620) 

ギャラリー（ 63.6㎡ ） 410(820) 200(400) 

 

   1 利用時間の開始、終了は正時とします。利用時間の終了が 21 時 30 分までの場合は 

     この限りではありません。 

 

   2 利用者が入場料（これに類する会費のようなものを含み、資料代その他の実費を除く）を 

     徴収する場合及び商品の展示、宣伝又は販売その他営業活動を行う場合の利用料金は、 

     所定の利用料金の＊2 倍に相当する額とします。＊（）料金 

 

   3 利用時間を 15 分以上超過し、または繰り上げて利用する場合の当該超過または繰り上げに 

     かかる利用料金は次のとおりとします。 

 

   -(1)所定の開館時間(9 時～21 時 30 分)内に利用する場合は、当該超過し、または繰り上げた時間 

    の属する利用時間区分の利用料金(「2」に規定する利用にあっては、当該規定により算定した 

    額(2)において同じ）に相当する額とします。 

 

   -(2)所定の開館時間(9 時～21 時 30 分)外に利用する場合は、1 時間につき、9 時から 21 時までの 

        間の 1 時間当たりの利用料金の 1.5 倍に相当する額とします。 

 

   4 利用料金を算定して得た額に 10 円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。 

   

 

 

＜付帯設備使用料＞                ＜貸出備品＞ 

種別 1 日 1 回につき 仕様 種別 1 日 1 回につき 仕様 

プロジェクター 1 台 1,250円 要ｺﾝｾﾝﾄ 譜面台 1 台  20円  

スクリーン（100 ｲﾝﾁ） 1 台 1,040円  イーゼル 1 台 110円  

CD／DVD デッキ 1 台    730円 要ｺﾝｾﾝﾄ マイク＋コード 1 組 220円 要ﾐｷｻｰ、ｽﾋﾟｰｶｰ 

ミキサーアンプ 1 台 1,040円 要ｺﾝｾﾝﾄ マイクスタンド 1 本 220円  

スピーカー １ﾍﾟｱ  200円 要ｺﾝｾﾝﾄ 2口 電気コンセント 1 口 100円  

電子ピアノ 1 台   730円 要ｺﾝｾﾝﾄ 

  

 

 


